
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決

議 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
が
海
外
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
る
デ
ー
タ
主
権
及
び
経
済
安

全
保
障
の
観
点
か
ら
の
懸
念
を
踏
ま
え
、
国
内
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
を
育
成
す
る
た
め
の
方
策
を
早
急
に
講

ず
る
こ
と
。
ま
た
、
行
政
機
関
等
に
対
し
て
、
国
内
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
も
含
め
た
各
社
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
の
特
徴
を
情
報
提
供
す
る
な
ど
、
利
用
機
会
の
拡
大
に
向
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
保
管
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
漏
え
い
や
不
適
切
な
利
用
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
万
全

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
外
国
政
府
か
ら
の
デ
ー
タ
開
示
要
請
等
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
デ
ー
タ
の
暗

号
化
等
及
び
主
権
免
除
の
適
用
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
主
権
及
び
国
民
の
権
利
利
益
の
侵
害
を
防
止
で

き
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
間
で
必
要
な
対
応
を
行
い
、
併
せ
て
外
国
政
府
と
の
間
で
必
要
な
対
応

を
行
う
こ
と
。 

 

三 

政
府
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
際
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る

ベ
ン
ダ
ー
ロ
ッ
ク
イ
ン
や
ク
ラ
ウ
ド
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
回
避
で
き
る
よ
う
、
デ
ー
タ
の
移
行
性
及
び
導
入
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性

を
十
分
に
担
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
調
達
に
当
た
り
、
為
替
変
動
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
等
の
予
算
計
上
に
係
る
業
務
負
担
や
財
政

負
担
が
過
多
と
な
ら
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
実
効
性
あ
る
交

渉
を
行
い
、
円
建
て
に
よ
る
支
払
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。 

令

和

六

年

十

二

月

二

十

三

日 

参

議

院

地

方

創

生

及

び

デ

ジ

タ

ル 

社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会 



五 

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
移
行
困
難
シ
ス
テ
ム
を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
が
一
定
数
存
在
す
る
現
状

を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
等
と
の
十
分
な
調
整
を
行
い
、
各
地
方
公
共
団
体
の
状
況
に
応
じ
て
、
令
和
七
年
度
以
降
も
必

要
な
移
行
期
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
移
行
期
限
ま
で
の
移
行
が
困
難
な
地
方
公
共
団
体
に

切
れ
目
の
な
い
財
政
支
援
を
行
う
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
基
盤
改
革
支
援
基
金
の
設
置
期
限
延
長
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

六 

標
準
化
対
象
事
務
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
経
費
等
に
つ
い
て
、
為
替
レ
ー
ト
、
物
価
高
、
人
件
費
等
の
他
律
的

な
要
因
も
加
味
し
た
上
で
、
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
完
了
後
に
、
平
成
三
十
年
度
比
で
少
な
く
と
も
三
割
削
減
す
る

目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
利
用
料
を
含
め
た
運
用
経
費
等
の
低
廉
化
を
図
る
た
め
の
継
続
的
な
検

討
を
行
う
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
国
以
外
の
行
政
機
関
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
直
ち
に
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
移
行
し
な
い
場
合
で
も
、
将
来
の
シ
ス
テ
ム
更
新
時
等
に
、

改
め
て
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
利
用
を
検
討
で
き
る
よ
う
助
言
す
る
な
ど
伴
走
型
支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

 

七 

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
及
び
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
当
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
準
備
経
費
及
び
シ

ス
テ
ム
移
行
経
費
に
加
え
て
、
移
行
完
了
後
の
運
用
経
費
等
に
つ
い
て
も
、
必
要
か
つ
十
分
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、

地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
最
大
限
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
、
権
能
及
び
地
域
特
性
並
び
に
運
用
さ
れ

て
い
る
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
個
々
の
状
況
を
踏
ま
え
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。
特
に
、
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
以
外
の
情
報

シ
ス
テ
ム
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
検
討
に
委
ね
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
移
行
を
希
望
す
る

地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
適
切
な
伴
走
型
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

九 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
し
た
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
、
デ
ー
タ
要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
仕
様
に
つ
い

て
、
将
来
的
に
適
切
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


